
●申請から許可までの流れ

農地の売買・贈与・貸し借りなどの

場合（所有権移転・権利設定）

申請者
申請者

申請面積30ａ以下

申請者

申請面積30ａ超

申請締切日（毎月１５日　※土日・祝日の場合は前日の開庁日）

農業委員会総会日（翌月５日　※土日・祝日の場合は翌日の開庁日）

熊本県農業会議

常設審議委員会

（毎月２０日）

農地を宅地などに地目変更する

場合（農地転用）
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